
                                   
                                  
                                    
 
 

200７年４月（毎月発行） 

（行歯会＝全国行政歯科技術職連絡会） 

 

 

   

北海道保健福祉部保健医療局 健康推進課  秋 野  憲 一 

平成１９年３月２４日、行歯会の理事会が東京で開催され、１６名の役員が全国各地から参

集し、今年度事業の報告、来年度事業案及び今後の行歯会の方向性について活発な議論がなさ

れました。 

 理事会冒頭、石上会長から、「今年度の急遽２月から、日本公衆衛生協会の事業に取り組む

こととなった。今年度の事業は時間のない中取り組んできたが、来年度事業は、十分な計画を

もって取り組んでいきたい。また、来年度の会の姿勢として、現場の声をさらに積極的に取り

上げて、メーリングリスト上の議論を活発にしてまいりたい。」とのご挨拶があり、以下の報

告並びに協議事項が話し合われました。特に、年度途中から急遽実施することとなった日本公

衆衛生協会の地域保健総合推進事業に関する報告と、１９年度事業案についても話し合われ、

将来的には、この行政歯科技術職員連絡会を、全国保健所長会、全国保健師長会と同じように、

全国の行政歯科職の代表組織として、対外的に公式に認知されるよう本事業に積極的に取り組

んでいくことを確認するなど、会が目指す方向

性についても積極的な意見交換が行われ、閉会

しました。 

 

日 時：３月２４日（土）午後３時～６時 

場 所：八重洲倶楽部（東京都中央区八重洲２ 
    丁目１番） 

出席者：石上、北原、井下、中村、堀江、永瀬、 
  山田、長、秋野（書記）、高橋、高澤、 
 矢澤、堀、金森、河本、安藤（司会） 

 

●報告事項 

１．日本公衆衛生協会関係事業の進捗状況 

 (1) 新潟県弥彦村フッ化物洗口視察【報告

者：永瀬】 

 日 時：３月１６日新潟県弥彦村 弥彦小

学校 参加者：３６名 

 弥彦村は、新潟県でも随一のむし歯予防の

取り組みをしているが、その熱意の高さを伝

えることができたのではないか。歯科職以外

にも、フッ化物洗口を検討している教育委員

会の事務職や、保健師の参加もあった。今後、

今回の参加者が地域の中心となって、フッ化

物洗口が全国的に広がってくれればと期待

している。 
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 (2) 加入率アップ対策【報告者：中村】  (1) 全国成人歯科保健調査 

 未加入者に入会案内、パンフ、アンケート    神奈川・新潟・愛知・長崎４県で乳幼

児歯科健診受診児の母親3,000名強を対象に

に実態調査を実施し、近日中に報告書刊行予

定。 

等の送付を行った。 

今後も、継続して未加入者に積極的に働き 
かけ、加入率アップを行っていく。 
  

 (3) 介護予防関係【報告者：石上】  (2) 健康日本２１「歯の健康」データバン

ク  先進事例の調査等 

現在のところ１０事例が集まっている。  オンラインでデータ登録するシステムが

完成し、全国自治体にデータ登録の依頼文の

発送を行った。以前は紙による報告で大変だ

ったが、オンライン登録にしたが、残念なが

ら登録状況が芳しくないので、メーリングリ

ストにより登録を呼びかけていきたい。 

まだまだ事例が必要と考えており、各都道

府県ごとに少なくとも１事例は必ず出し

てもらいたい。 

報告書は、全国に送付する予定であり、 
口腔機能向上の情報を発信していきたい。

その他、健口体操のビデオ等を作成し、普

及していく。その他、パタカラの回数を測

定する装置等も試作しており、全国に紹介

し、口腔機能向上を普及していきたい。 

 

４．国立保健医療科学院研修 

２００７年度から、歯科職以外の方を対象

とした研修を実施する予定なので、是非、積

極的な参加をお願いしたい。  

２．厚生労働省関係  

 (1) 介護予防：特定高齢者の条件緩和につ

いて 

５．その他（各地からの報告など） 

河本：夏ゼミ案内「今こそヘルスプロモー

ション」と題し、７月２８日、２９

日に広島県歯科医師会館で実施す

る予定。正式案内は、４月以降に各

都道府県に発送予定、メーリングリ

ストにも投稿する。 

・医療と介護予防の併用については、一

部に誤解がある様子。医療上に問題が特に

なければ、介護予防サービスを使って良い

のであって、明らかに医療が必要な場合は

併用はできないと聞いている。 

・東京都老人医療研究所の平野先生の話

によると、該当者は、現行 0.01 が 100 倍

になって２%になるシミュレーションにな

っている。 

井下：石井教授の呼びかけにより社会歯

科学研究会を６月１７日に発足さ

せる予定。大学、歯科医師会、行

政が参加する研究会であり、ある

べき医療の提言等を行うと聞いて

いる。 

・正確な情報をまとめて、行歯会のメー

リングリストに投稿して欲しい。 

  

 (2) 歯科疾患実態調査の結果【報告者：安

藤】 

●協議事項 

１．役員人事 

  厚労省の HP にて最終報告を行った。口

腔保健協会より報告書発行予定。 

  ・新理事…堀江博（歯科医師、奈良県庁）、

檜田淑子（歯科衛生士、札幌市）

の２名を新理事として承認し

た。 

 

３．８０２０推進財団関係 
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 健口体操のビデオ＆DVD 作製について   ・新アドバイザー…星佳芳（国立保健医

療科学院） 今回、住民を対象としたビデオを作成し

ている。住民や介護職からもサービスの内

容がわからない、見えていないという声が

多い。また、歯科医師会ですらよく理解し

ていない状況がある。このため、皆さんに

サービスのイメージを持ってもらうこと、

利用者の方には、使ってみようと思っても

らうことを狙いとして作成している。 

 

２．平成１８年度日本公衆衛生協会事業につ

いて 

(1) 加入率アップ対策 

前回の理事会において、各ブロックにお 
いて働きかけて頂きたいとお願いしてい

るが、引き続き、よろしくお願いする。 

今回のアンケート調査等の未加入者へ

の働きかけにより、申し込みが急増してい

る。今後の対外的に行歯会を公的に認めて

もらうためには、７０～８０％程度は必要

と考えている。 

 

３．平成１９年度日本公衆衛生協会事業につ

いて 

同協会の地域保健総合推進事業の継続

に関して協議を行った。 

また、入会申込書には、会員情報を公開

する旨を記載しているので、会員名簿を作

成し会員に配布することとしたい。 

全国保健所長会、全国保健師長会等では、

本事業の助成により活発な活動が行われ

ており、将来的には、行歯会がこれらの組

織と同じように認知されるという方向性

を目指すことが了承された。 

 

(2) 介護予防関係 

 

 

 

●国立保健医療科学院の研修のお知らせ 

１．衛生主管部管理職（歯科保健担当）コース 

   概要：歯科保健行政の管理職等を対象とした研修（歯科専門職は除く） 

   期間：2007.7.19(木)～7.20(金) 

   定員：20 名    

２．臨床研修指導歯科医（保健所）養成コース 

   概要：行政機関に勤務する歯科医師が、歯科医師臨床研修の指導医歯科医としてのスキル

を身につける研修 

   期間：2007.8.23(木)～8.24(金) 

   定員：15 名   

３．歯科衛生士研修 

   概要：行政機関等に勤務する歯科衛生士の資質向上など 

   期間：2008.1.15(火)～1.25(金) 

   定員：20 名 

※詳細：http://www.niph.go.jp 
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 山形県  鍛治山 徹 

はじめに 
常日頃から行歯会の皆様には貴重な最新

情報をいただき、心から感謝しています。    
ほぼ ROM（Read Only Member）の状態

ですが、今後は積極的に情報を発信し、皆様

からお知恵を拝借できるようになりたいと

思っています。 
本県の歯科保健の推進状況 
 山形県の歯科保健に関する計画は下記の

ような経緯で推進されてきました。 
平成 9～17 年  山形県歯科保健計画 

平成 13～22 年  健康文化やまがた 21 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090005/k

enkoeiyou/chuukanhyoukahome.html 

平成 18～22 年  新山形県歯科保健計画 

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090005/s

hikahokenkeikaku.pdf 

本県の歯科保健 
① う蝕対策（フッ化物の応用） 
スクールベースのフッ素洗口は H19年 3月

1 日現在 113 施設で実施中ですが、県の支援

は講師派遣やフッ素洗口を新規に実施する

際の備品の購入等であり、補助金化されてい

るわけではありません。継続は各市町村、各

施設の努力によるところが大きく、新規実施

も年間数施設という状況です。 

市町村のフッ素塗布事業も市町村の努力

によるところが大きく、35 市町村中 31 市町

村で実施しており、3 歳児のフッ素塗布経験

者率は 63.2％です。（3 歳児歯科検診の際に

保護者に問診しています）しかし、規模の大

きい市町ではフッ素塗布事業未実施、あるい

は 1歳 6ヶ月児に一回だけの塗布といった場

合もあり、継続的に塗布を受けている乳幼児

はまだまだ少ないと思われます。 

http://www.pref.iwate.jp/~hp0360/kitanokuni_shikachou

sa/top.htm 

本県は平成 2年にワースト 1になったこと

がトラウマでした。ここ数年はワースト 6～9

位あたりを上下していますが、ワースト 10

脱却は悲願です。 

http://www.pref.nagasaki.jp/kokuho/kenko/sikahoken/si

katoukei1-16.html 

② 歯周疾患対策（山形県歯周疾患検診） 
 （社）山形県歯科医師会とほぼ全市町村

（34/35）が個別に契約を結び、対象者はど

の市町村の歯科診療所でも歯周疾患検診を

受診できる制度を平成 15 年度から開始しま

した。この事業は三重県さんの事業を大変参

考にさせていただきました。本当にありがと

うございました。 

本県の住民基本健診の受診率は 60％台と

全国的にみても高いのですが、歯周疾患検診

の受診率は約 4％と大変低い現状です。これ

はできるだけ多くの市町村が参加できるよ

うに歯科診療所での個別受診を基本的なス

タイルとしたのが理由でしょう。集団型で歯

周疾患検診を実施している市では 20％代の

受診率のところもあり、受診率向上は今後の

課題です。 

③ 障がい（児）者歯科 

 約１年前各都道府県に照会させていただ

き、障がい（児）者歯科の分野は本県で最も

遅れている分野だと思います。箱物、ハード

予算の難しい昨今ですので、既存の資源を最

大限有効利用せねばなりませんが、まずは関
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係団体、保護者にアンケート調査を行い、歯

科保健関係者に対して研修会を実施したと

ころです。 

 以上、簡単に本県の歯科保健について紹介

させていただきました。 

 遅れている分野に関しては積極的に先進

県のお力をお借りしたいと思いますので、今

後ともよろしくお願いします。 

④ 口腔ケア  
こちらも遅れております。最新情報を ML

で入手させていただいているにもかかわら

ず、実際の事業には結びついていないという

状態です。 

 
 
  

 

 
●お知らせ 

 

・第５６回日本口腔衛生学会総会 

  期日：平成１９年１０月３日（水）～５日（金） 

  会場：タワーホール船堀（東京都江戸川区） 

 

・第６６回日本公衆衛生学会総会 

  期日：平成１９年１０月２４日（水）～２６日（金） 

  会場：愛媛県県民文化会館 

 

・日 F 会議第３１回むし歯予防全国大会 

  期日：平成１９年１１月２３日（金・祝） 

  会場：沖縄産業支援センター（沖縄県那覇市） 

 

・夏ゼミ（地域歯科保健研究会） 

  期日：平成１９年７月２８日（土）・２９日（日） 

  会場：広島県歯科医師会館 

 

・第２８回全国歯科保健大会 

  期日：平成１９年１１月１７日（日） 

  会場：九段会館（東京都千代田区） 

 

・社会歯科学研究会設立総会 

  期日：平成１９年６月１７日（日） 

  会場：日本大学歯学部大講堂（東京都千代田区） 

  ※社会歯科学研究会は、歯科界を取り巻く諸事情の実態を把握、分析し、問題解

決と提起を行うため、大学関係者、歯科医師介、行政関係者等が一同に介し、

情報を共有し社会科学的な取組みを研究していく会です。 

   くわしくは、メーリングリストをご覧下さい。 
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栃木県保健福祉部健康増進課 青 山  旬 

（栃木県立衛生福祉大学校歯科技術学部） 
 

県庁に週２日、養成所に週３日勤務の青山

です。４月の最終週は、とちぎ歯の健康セン

ターの方との打合せ、健康増進担当会議と講

義７コマと校長への歯科衛生学科３年制の

進捗状況説明などなどで、くたくたです。ぼ

やいてないで独り言を綴りましょう。 

保健学科は、１年課程で保健師の受験資格

が得られるコースです。最近、看護大など、

４年制課程が増えたので、貴重なコースの様

で、県外者も多く入学しています。疫学を担

当する外来講師が他県に移ったため、急遽、

一部を講義する話しが回ってきました。疫学

のセンスを養う事を目標として、２時限の講

義を行ったところ、肺炎の問題として口腔衛

生の問題をある学生が述べてくれました。非

常にうれしかったです。先日、歯科衛生学科

の小児歯科を教えて頂いている外来講師（歯

科医師）が、包括支援センターで働く看護

師・保健師に、口腔機能向上を理解させて欲

しいと言われたばかりでした。必要性はわか

っていても、機会に恵まれないこともあるで

しょうが、幸か不幸か、看護師養成の２年制

への公衆衛生と保健師養成の疫学の講義を

ふられたことが、栃木県の将来の要介護者を

へらせる？かもしれないチャンスを与えら

れているのなら、答えるのが県庁職員として

の責務であり、歯科保健専門職の宿命？だと

思わされました。 

 栃木県庁の健康増進課には、週３０時間勤

務の歯科衛生士が１名います。私は週２日勤

務しています。他に、予算等を担当する事務

職の職員と３名が歯科保健担当です。私は２

年前に赴任しましたが、それ以前、歯科医師

は県庁にいませんでした。多くの歯科の指標

は、全国値より少し悪い状況ですが、改善は

みられています。確かに、この様な状況であ

れば、歯科保健専門職を置くという決断がな

されにくい状況だと思います。偶然が重なっ

て、県立の歯科衛生士と歯科技工士の養成校

との兼任で、栃木県で働く機会に恵まれまし

た。 
２月には、口腔衛生学会関東地方会を実施

でき、栃木県歯科医師会および茨城県歯科医

師会の先生と群馬県富岡甘楽歯科医師会の

先生に北関東３県の地域歯科保健の推進に

それぞれの団体の支援状況を説明して頂き、

開催した私が楽しく聞かせて頂きました。歯

科大学のない県では、歯科医師会の働きが非

常に大きいことも再認識できました。 

 さて、体はくたくたですが、心はちょっと

うれしい状況です。明日からも、がんばらな

くっちゃ。 
 

 県立衛生福祉大学校は、保健師、看護師、

歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師と保

育士の養成校が一つになった組織です。その

中で、歯科衛生士と歯科技工士に対する講義

は、分担された教科を教えています。しかし、

諸般の事情で保健師と看護師の養成でも講

義を行うことになりました。 
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『『今今後後のの歯歯科科衛衛生生士士にに期期待待すするるこことと・・課課題題ととななるるこことと』』  

東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科 吉田 直美 

  

先月、歯科衛生士教育は、現在混沌の中

ですが、試行錯誤をしながらも、How to の

みから、より専門性を高める教育への移行

中であると述べました。 

どのような職業でもある人が仕事を始め

てから、その分野において、ある程度の地

位になるまで 20 年近くかかりますので、新

たな教育をうけた歯科衛生士が理論構築を

し、より専門性を高め、社会に認知される

には、まだまだ先のことでしょう。 

20 年も待っていられないので、今の、特

に、行政で働く歯科衛生士に対して、何を

期待するかを考えたいと思います。 

一言でいえば、輝きを見たいです。もう

少し具体的には、前面に出て、専門性を存

分に発揮してほしいということです。我々

の専門性や専門家とはなにかというのは別

の機会に譲りますが、多くの歯科衛生士の

なかで、長期間継続して勤務し、個人のみ

ならず地域を包括的に理解し、他職種と連

携をとりながら、組織人として働いている

のは、行政で働く人のみといっても過言で

はないと思います。日本の歯科衛生士の発

現は、保健所からと考えてもいいでしょう。

行政で働く歯科衛生士は、黎明期からオピ

ニオンリーダーとして活躍しうる存在では

ないのでしょうか。 

自戒をこめて、また誤解を恐れずいうな

らば、真の意味で自律して行動できる歯科

衛生士が残念ながら、まだまだ少ないよう

に思えます。専門家としての研鑽を積んで

いるか、専門家としての責任や役割を果た

しているかどうかを自問自答して、歯科衛

生士としての課題を自ら見いだすことがで

きなければ、その課題をクリアすることは

困難だと思います。課題は誰かから与えら

れるものでなく、自らが発見し、特定し、

解決していくものだからです。 

先日、経験 2 年の歯科衛生士が次のよう

に話ました。「歯科衛生士の仕事が大変です。

患者を担当すると不確かなことが見つかり

ます。クタクタになのに、調べなきゃいけ

なくて。でも調べないともっと嫌だし。」彼

女は、自分の活動を仮説検証したり、示し

たりはできず、経験も不足し、未熟で、専

門家としての自覚も不十分です。しかし、

自分で課題を見つけ、自分なりの解決方法

をとっています。経験のみの判断や他人に

たよった判断で行動する人と比べると専門

家らしい行動かもしれません。 

今後、ますます保健医療の仕事は増大し、

他職種と連携しなければ対応できない場合

も増加します。しかもいてほしい職種がい

ないチームでの関わりになる場合もありま

す。この時に歯科衛生士の自分が他職種（も

ちろん歯科医師も含みます）と同じ土俵に

あ が っ て 、 意 見 交 換 で き る か 。

trans-disciplinary な活動をすることがで

きているか。自分の職種に誇りを持ってい

るか。歯科衛生士の将来を自分達で創って

いけるか。後進を育てているか。時代や社

会の変化に対応しているか。歯科衛生士が

自身に問いかけることは沢山あります。 
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